
令和３年８月２５日 
保護者様へ 

京都市立川岡東小学校 
校 長 岡本 雅文 

 
新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底と 2 学期以降の教育活動について 

 
残暑の候，保護者の皆様におかれましては，ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は，本

校教育に，ご理解，ご協力を賜り誠にありがとう座います。 

さあ，2 学期開始，と気持ちを切り替えてスタートしようとしたところですが，京都府・兵庫県等に対

して，新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下，「特措法」という。）に基づく「緊急事態宣言」が発

出され，京都府知事から京都府全域へ９月１２日（日）までを期間とする緊急事態措置となり，それに伴

って，教育活動の見直しが必要となりました。それぞれの取組や活動には，意味があり，教育の効果を高

める取り組みではあるのですが，今は，新型感染症の感染拡大を広げないようにすることが必要です。 

そこで，2 学期の当面の取り組みについて，以下のように考え，計画を見直し進めていきますので，ご

協力いただきますようよろしくお願いします。 

なお，各取り組みにかかわってご予定いただいたり，ご都合をつけていただいたりしたところもあるか

と思います。大変申し訳ありませんが，状況を鑑み，ご理解，ご了承いただきますようよろしくお願いし

ます。また，緊急事態宣言が延長されるようなことがあれば，再度見直し，行事や取り組みの変更をした

いかなければならないことをお知りおきください。 

 

〇教育活動について 

 感染リスクの高い活動はいったん中止とします。感染状況を鑑み，取り組み方法を検討していきます。 

 ・合唱やリコーダーや鍵盤ハーモニカなどの管楽器演奏 

・児童が近距離で行う調理実習や実験，観察など活動 

・児童の近距離で大声を発するグループ活動 

・児童が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞活動 

 ・クラブ活動，部活動，委員会活動，たてわり活動など学年を超えての活動 

 ・フッ化物洗口など 

 
〇避難訓練について（８月２７日） 

 台風に関わる避難訓練の一斉下校は行いません。（通常通り，１～３年は５校時 ４～６年は６校時） 

 各学級での指導にとどめ，暴風や豪雨に対する態度や心がまえなどを学習します。 

 
〇自由参観に関わって（９月７日） 

 以下の通り，延期します。 

 

 
上記の 2 日間にわけて，午前中のみの参観として計画を見直します。（別紙案内します） 

 
〇修学旅行について（１０月２５日～２６日） 

 現時点では，予定通り実施。 

 説明会を 10 月 8 日 16 時より行う予定。（詳しくは，別途案内します） 

 感染状況にあまり変化がなければ，１２月９日～１０日に変更することもあります。 

 

 

 

１・３・５年・・・10 月 28 日（木）   な・２・４・６年・・・10 月 29 日（金）  



〇校外活動について 

 緊急事態宣言中は市内市外をとわず，原則中止。 

 緊急事態宣言解除以降ではあるが，９月２４日の 1・２年の校外学習は延期します。 

 

 

これ以降，感染状況や日程が合わなければ，中止となることもあります。 

 
〇学年別運動会について（１０月１日） 

 現時点では，予定通り実施します。感染対策に同意いただいた上で，保護者参観とします。児童との接

触を防ぐため，参観場所を規定しますので，ご協力いただきますようお願いします。また，昨年度に引き

続き，2 学年ごとの開催とします。全校が集まっての取り組みはできませんので，お知りおきください。 

（詳しくは，別途プリントを配布しますので，確認ください。） 

 
〇放課後まなび教室について 

 9 月 13 日により開始予定を延期します。10 月実施に変更。開始時期などは，指導者と相談して別途連

絡します。 

 
〇始業式，児童朝会について 

 始業式は，リモート（Teams）を活用して実施し参集していません。 

児童朝会は，当面延期します。日程を調整の上，実施していきますので，各学年からの予定表などで確

認ください。 

 

〇感染防止対策の徹底のお願い 

 引き続き，以下のとおり，基本的な感染防止対策や健康観察の徹底をお願いします。（教育長から発出の

文書も確認ください。） 

・家庭内での健康観察や室内換気等の徹底，マスク着用や手洗い，食器・タオル等の共用を避ける等，各家

庭の実情に合わせて，できる限りの感染対策を引き続きよろしくお願いします。 

・児童の毎日の健康観察を継続し，少しでも発熱等の風邪症状や体調不良が見られる場合には，必ず

登校を控えることや，同居の家族に発熱等の風邪症状がある場合も，登校を控えるようお願いします。 

・児童及びその同居家族が濃厚接触者となった場合はもとより，「感染の疑い」や「体調不良」で医療

機関を受診し，検査を受けようとする場合には，その段階で速やかに学校に連絡いだきますようお願

いします。 

 

  

９月２４日（金）→１０月８日（金）【予備日，１０月１９日（火）】 


